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1. 点検・整備記録簿における追加メールアドレスについて 
（複数の事業所を担当する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検・整備記録簿を登録する時に、追加のメールアドレスが入力出来ます。 

 例えば、責任者が複数の事業所を担当する場合、本社の担当者メールを登録することで各事業所の 

データを管理することができます。 

 【 なお、事業所登録のメールアドレスにも承認依頼のメールが来ます。つまり、2 つのメールアドレス 

を入力すると承認依頼メールが事業所登録した時のメールと担当者メールの 2 つに来ることになります。 

 よって、どちらか一方のアドレスを選択して、承認する必要があります。】 

 また、記入する充塡回収業者は、担当管理者のメールアドレスを知っておく必要があります。 
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１． 下記は、追加メールアドレスに担当者のメールを入力した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 充填回収業者が、整備記録簿を作成して、管理者へ承諾を求めます。 
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３． 目黒スーパー支店Ａ の事業所登録アドレスに来たメール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 目黒スーパー支店Ａ の担当者アドレスに来たメール 

 

  このように、承認依頼のメールは、担当者と管理者登録したアドレスの 2 つに入ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 担当者は、メールのＵＲＬをクリックして、ログイン画面から目黒スーパー支店Ａ の ＩＤと 

   パスワードを入力してログインします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 点検・整備記録簿における追加メールアドレスについて 

4 
 

 

６． メインメニューから、「ログブック一覧」をクリックして開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７． 一覧表から、「利用承諾待ち」の伝票の「閲覧」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８.  整備記録簿が表示されますので、管理者の承認欄に入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 


